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☎

各
種
相
談
や
催
し
・
講
座
に
参
加
す
る
際
は
マ
ス
ク
を
着
用
し
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
の
確
保
、
手
指
消
毒
な
ど
の
感
染
防
止
に
ご
協
力
を
。

状
況
に
応
じ
中
止
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
最
新
の
情
報
は
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

上
下
水
道
料
金
納
入
の
た
め

夜

間

窓

口

開

庁

開
庁
日　

４
月
26
日（
月
）、
27
日（
火
）

　

毎
月
夜
間（
午
後
８
時
ま
で
）上
下
水
道
料
金
を

納
入
で
き
る
よ
う
第
２
浄
水
場
を
開
庁
し
ま
す
。

問
合
せ　

水
道
管
理
課
☎（
48
）０
０
５
０

上
下
水
道
料
金
の
徴
収
委
託

　

令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で
、
検
針
お
よ
び
料
金

徴
収
事
務
を
㈱
日
本
ウ
ォ
ー
タ
ー
テ
ッ
ク
ス
に
委

託
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
料
金
の
支
払
い
は
、
口

座
振
替
と
納
入
通
知
書
に
よ
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

※
Ｐ
ａ
ｙ 

Ｂ
で
の
支
払
い
も
可
能
で
す
。

▼
水
道
管
理
課
か
ら
の
お
願
い

　

水
道
水
が
供
給
さ
れ
て
い
る
建
物
の
解
体
や

敷
地
整
地
の
際
、
水
道
メ
ー
タ
ー
が
支
障
と
な

る
場
合
に
は
、
事
前
に
水
道
管
理
課
へ
連
絡
を

お
願
い
し
ま
す
。
設
置
さ
れ
た
水
道
メ
ー
タ
ー

を
破
損
・
紛
失
し
た
際
は
、
補
償
し
て
い
た
だ

く
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

水
道
管
理
課
☎（
48
）０
０
５
０

保

養

施

設

宿

泊

費

の

助

成

対
象　

保
養
施
設
に
宿
泊
す
る
日
に
つ
ぎ
の
要

　

件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
助
成
券
交
付
時

　

点
で
保
険
税（
料
）の
未
納
が
な
い
人

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

・
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

助
成
額（
１
人
・
１
泊
あ
た
り
）

　

大
人（
12
歳
以
上
）
／
２
０
０
０
円

　

小
人（
３
歳
以
上
12
歳
未
満
）
／
１
０
０
０
円

※
同
一
年
度
内
２
泊
ま
で
。
年
度
途
中
に
後
期

今

月

の

納

税

な

ど

▼
休
日
納
税
相
談

日
時　

４
月
25
日（
日
）午
前
８
時
30
分
～
午
後

　

５
時（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

場
所　

納
税
課

▼
夜
間
納
税
相
談

日
時　

４
月
12
日（
月
）午
後
５
時
15
分
～
９
時

場
所　

納
税
課

問
合
せ　

納
税
課　

内
線
１
５
５

三

菱

Ｕ

Ｆ

Ｊ

銀

行

窓

口

で

の

納

付

の

取

り

扱

い

　

幸
手
市
に
納
め
る
市
税
な
ど
は
、
４
月
１
日

か
ら
、
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
本
・
支
店
の
窓
口
で
、

納
付
書
に
よ
る
納
付
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

※
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
は
、
継
続
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ　

会
計
課　

内
線
１
１
３

市

役

所

休

日

開

庁

開
庁
日　

４
月
25
日（
日
）

　

毎
月
最
終
日
曜
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
、
市
役
所
の
一
部
を
開
庁
し
ま
す
。

開
庁
窓
口　

市
民
課
、
保
険
年
金
課
、
税
務
課
、

　

納
税
課（
詳
細
は
、
各
担
当
課
へ
）

■
２
月
の
幸
手
市
内
の
消
防
出
動
件
数
／
救
急
車
出
動
件
数
１
８
２
件（
交
通
事
故
14
件
、
急
病
１
２
０
件
、
そ
の
ほ
か
48
件
）

火
災
発
生
件
数
１
件　

火
災
と
救
急
は
１
１
９
番〔
火
災
発
生
時
の
お
問
い
合
わ
せ
は
☎（
42
）９
１
１
９（
幸
手
消
防
署
）〕

　

高
齢
者
医
療
被
保
険
者
に
な
っ
た
人
で
、
同

　

一
年
度
内
に
国
民
健
康
保
険
制
度
の
同
助
成

　

を
受
け
た
人
は
、
通
算
で
２
泊
ま
で
。

申
込
み　

①
保
養
施
設
に
予
約　

②
保
険
年
金
課

　

に
申
込
み
後
、
助
成
券
を
交
付　

③
宿
泊
時
に

　

助
成
券
を
保
養
施
設
に
提
出

※
宿
泊
日
の
10
日
前（
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
を
除

　

く
）ま
で
に
申
込
み
を
。

※
保
養
施
設
一
覧
は
保
険
年
金
課
窓
口
、
ま
た

　

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
。

問
合
せ　

保
険
年
金
課　

内
線
４
４
０
４

社
会
福
祉
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

▼
特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当

　

重
度
の
障
が
い
を
有
し
、
日
常
生
活
に
お
い

て
常
時
特
別
の
介
護
を
要
す
る
人
を
対
象
と
し
、

障
害
者
手
帳
の
所
持
で
支
給
さ
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
所
得
や
医
師
の
診
断
書
に
基
づ
き
支
給

判
定
し
て
い
ま
す
。
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

・
特
別
障
害
者
手
当
／
月
２
万
７
３
５
０
円

・
障
害
児
福
祉
手
当
／
月
１
万
４
８
８
０
円

・
経
過
的
福
祉
手
当
／
月
１
万
４
８
８
０
円

▼
令
和
３
年
度
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券
の
交
付

受
付　

４
月
１
日（
木
）か
ら
窓
口
に
て

対
象　

市
内
に
住
所
を
有
し
、
在
宅
で
つ
ぎ
の

　

い
ず
れ
か
の
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
、
３
級（
下
肢
障
害
）

・
療
育
手
帳 
Ａ
・
Ａ
・
Ｂ

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
・
２
級

持
ち
物　

障
害
者
手
帳

※
重
度
心
身
障
害
者
自
動
車
等
燃
料
費
助
成
と

　

の
併
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
令
和
２
年
度
福
祉
タ
ク
シ
ー
券
は
、
令
和
３

　

年
４
月
１
日（
木
）以
降
ご
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

▼
子
育
て
サ
ロ
ン
陽
だ
ま
り

　

毎
月
第
２
金
曜
日
に
開
催
し
て
い
る「
子
育
て
サ

ロ
ン
陽
だ
ま
り
」は
、
12
月
ま
で
お
休
み
し
ま
す
。

▼
埼
葛
北
地
区
障
害
者
地
域
生
活
支
援
拠
点

◎
幸
手
・
蓮
田
・
白
岡
・
杉
戸
・
宮
代
の
３
市

　

２
町
で
共
同
設
置

　

障
が
い
の
あ
る
人
の
高
齢
化
、
重
度
化
な
ど

「
親
亡
き
後
」の
生
活
の
安
心
も
見
据
え
、
住
み

慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る

よ
う
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
を
切
れ
目
な
く
提
供
で

き
る
仕
組
み
を
構
築
し
ま
し
た
。

　

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
配
置
し
、
障
が
い
の

あ
る
人
の
生
活
を
地
域
全
体
で
支
え
る
サ
ー
ビ

ス
提
供
体
制
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

場
所　

は
ぴ
す
し
ら
お
か（
白
岡
市
千
駄
野
４
４
５
）

問
合
せ　

社
会
福
祉
課
☎（
42
）８
４
３
５
・


　
（
43
）５
６
０
０

市

民

農

園

利

用

者

募

集

貸
付
期
間　

５
月
１
日（
土
）
～
令
和
４
年
３
月

　

31
日（
木
）

場
所　

大
字
幸
手
２
８
１
４
‐
１

募
集
区
画　

15
区
画（
30
㎡
／
区
画
）

使
用
料　

１
区
画
７
０
０
０
円
／
年

※
年
度
途
中
か
ら
の
利
用
の
場
合
は
、
月
割
計

　

算
し
た
金
額
と
な
り
ま
す
。

申
込
み　

４
月
16
日（
金
）ま
で
に
電
話
ま
た
は

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て

※
申
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
に
な
り
ま
す
。

問
合
せ　

農
業
振
興
課　

内
線
５
３
５
・
（
43
）

　

１
１
２
３

各

種

計

画

の

策

定

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
閲
覧
で
き
ま
す
。

▼
高
齢
者
福
祉
計
画
・
第
８
期
介
護
保
険
事
業

　

計
画

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
☎（
42
）８
４
４
４

▼
第
２
次
地
域
福
祉
計
画

▼
第
３
次
障
が
い
者
基
本
計
画
・
第
６
期
障
が
い

　

福
祉
計
画
・
第
２
期
障
が
い
児
福
祉
計
画

問
合
せ　

社
会
福
祉
課
☎（
42
）８
４
３
５

固
定
資
産
税
資
料
の
縦
覧
・
閲
覧

　

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
お
よ
び
固
定

資
産
課
税
台
帳（
名
寄
帳
）を
、
つ
ぎ
の
期
間
、

無
料
で
縦
覧
・
閲
覧
が
で
き
ま
す
。

期
間　

４
月
１
日（
木
）か
ら
５
月
31
日（
月
）ま

　

で
の
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
を
除
く
。

※
固
定
資
産
課
税
台
帳（
名
寄
帳
）は
、
１
年
を

　

通
じ
て
閲
覧
で
き
ま
す
が
、
期
間
外
に
閲
覧

　

す
る
場
合
は
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。

場
所　

税
務
課　

対
象　

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
／

　

固
定
資
産
税
の
納
税
者
と
そ
の
同
居
の
親
族
、

　

ま
た
は
納
税
管
理
人

　

固
定
資
産
課
税
台
帳（
名
寄
帳
）の
閲
覧
／
固

　

定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
と
そ
の
同
居
の
親

　

族
、
ま
た
は
納
税
管
理
人
、
借
地
借
家
人

持
ち
物　

運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認
が
で
き

　

る
も
の
、
借
地
借
家
人
は
賃
貸
借
契
約
書

※
対
象
以
外
の
人
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

問
合
せ　

税
務
課　

内
線
１
３
７

就

学

援

助

の

申

請

受

付

　

小
・
中
学
生
が
い
る
家
庭
で
、
学
用
品
費
や

給
食
費
な
ど
の
支
払
い
が
困
難
な
家
庭
に
、
費

用
の
一
部
を
援
助
し
ま
す
。

対
象

・
世
帯
の
前
年
所
得
の
合
計
が
、
市
の
定
め
る

　

基
準
額
以
下
の
家
庭

・
生
活
保
護
が
停
止
・
廃
止
さ
れ
た
家
庭

・
市
民
税
が
非
課
税
・
減
免
さ
れ
た
家
庭

・
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
家
庭

申
請
期
限　

４
月
30
日（
金
）ま
で

※
期
限
後
の
申
請
の
場
合
、
申
請
月
の
翌
月
分

　

か
ら
の
支
給
に
な
り
、
一
部
援
助
で
き
な
い

　

も
の
も
あ
り
ま
す
。

申
請　

申
請
書（
各
学
校
で
配
布
）に
必
要
事
項

　

を
記
入
、
押
印（
ス
タ
ン
プ
式
不
可
）の
上
、

　

学
校
教
育
課
ま
た
は
各
学
校
へ
提
出

添
付
書
類　

賃
貸
住
宅
在
住
の
場
合
、
契
約
書

　

や
家
賃
通
知
書
な
ど
の
写
し

※
毎
年
度
申
請
が
必
要
で
す
。
認
定
審
査
に
は
、

　

市
民
税
の
申
告
内
容
を
参
考
に
し
ま
す
の
で
、

　

必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
３
月
に
新
小
学
１
年
生
を
対
象
と
し
た
就
学

　

援
助
費
の
支
給
を
受
け
た
家
庭
も
、
改
め
て

　

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

学
校
教
育
課　

内
線
６
３
４

経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
に
ご
協
力
を

　

６
月
１
日
現
在
で
、
全
国
の
す
べ
て
の
事
業

所
・
企
業
を
対
象
に
令
和
３
年
経
済
セ
ン
サ
ス

活
動
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
従
業
者
数
な
ど
の
基
本
的
な

項
目
の
ほ
か
、
売
上
高
や
費
用
な
ど
の
経
理
項

目
を
調
査
し
、
結
果
は
、
各
種
行
政
施
策
を
は

じ
め
、
民
間
企
業
に
お
け
る
経
営
計
画
の
策
定

な
ど
、
社
会
経
済
の
発
展
を
支
え
る
基
礎
資
料

と
し
て
広
く
活
用
さ
れ
ま
す
。

　

調
査
票
は
５
月
末
日
ま
で
に
お
届
け
し
ま
す

の
で
、
調
査
へ
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。
な
お
、
調
査
員
が
事
業
所
を
訪
問
し

て
行
う「
調
査
員
に
よ
る
調
査
」対
象
の
事
業
所

に
は
、
４
月
下
旬
に
協
力
依
頼
の
は
が
き
を
郵

送
し
ま
す
。

▼「
か
た
り
調
査
」に
ご
注
意
を

　

調
査
員
は
必
ず
調
査
員
証
を
身
に
付
け
て
お

り
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
不
審
に
思
っ

た
際
は
、
速
や
か
に
市
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

庶
務
課　

内
線
２
３
６

不

動

産

無

料

相

談

室

日
時　

４
月
６
日（
火
）、
５
月
11
日（
火
）午
後

　

１
時
～
４
時

場
所　

市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
第
５
会
議
室

内
容　

不
動
産
取
引
に
つ
い
て
の
困
り
ご
と
、

　

分
か
ら
な
い
こ
と
な
ど

※
事
前
に『
予
約
』を
お
願
い
し
ま
す
。

予
約
・
問
合
せ　
（
公
社
）埼
玉
県
宅
地
建
物
取

　

引
業
協
会
埼
葛
支
部
☎（
31
）１
１
５
７

建

築

無

料

相

談

会

日
時　

４
月
６
日（
火
）、
５
月
11
日（
火
）午
後

　

１
時
～
４
時

場
所　

市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
第
５
会
議
室

内
容　

建
築
物
の
新
築
・
増
築
・
リ
フ
ォ
ー
ム
・

　

耐
震
・
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
相
談　

※
建
築
指
導
課（
内
線
５
７
２
）で
も
問
合
せ
を

　

お
受
け
し
ま
す
。

問
合
せ　

建
設
埼
玉
埼
葛
地
区
本
部
☎（
34
）３

　

３
３
５
、
埼
玉
土
建
久
喜
幸
手
支
部
☎（
59
）３

　

８
１
２
、（
一
社
）埼
玉
建
築
士
会
杉
戸
支
部
・

　

幸
手
部
会
☎（
48
）０
８
７
５

ポイ捨て、絶対ダメ！

▼そのポイ捨て、不法投棄です

　不法投棄と聞くと、空き地や空き家など

に冷蔵庫やテレビを捨てていくようなイ

メージですが、たばこの吸い殻や空き缶の

ポイ捨てであっても不法投棄であることに

変わりありません。

▼ポイ捨てが及ぼす悪影響

①ごみの有害物質が、水質汚染や土壌汚染

　の原因に！

②悪臭を放ち、生活環境が悪化！

③たばこの場合、火災につながる！

④景観が損なわれ、さらなるポイ捨てを助長！

※捨てた人がわからない場合は、土地管理

　者などの責任で処分しなければなりませ

　ん。草刈りをこまめに実施したり、柵・

　防犯灯・防止看板を設置するなどのポイ

　捨て対策が必要です。

問合せ　環境課☎（48)0331


